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1. 60歳時の同日得喪について
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1. 退職日と社会保険喪失日、離職
日を入力し、喪失手続きをおこ
ないます。

2. 手続き終了後、喪失日等の情報
をその他タブの予備項目等、任
意の場所へ記録します。

3. 1.で入力した喪失に関する情報
を削除します。新しい社会保険
取得日、健保NOや新しい報酬
月額等を入力し、取得手続きを
おこないます。

＜マイナンバー管理に伴うご注意＞

＊ 同日得喪を行う場合は、個人情報の登録は
２つに分けず１つで管理します。

（既に同一人データが２つ以上存在する場合は、
最後に登録されたデータにのみマイナンバーを登
録します。）
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●70歳到達届では、社保喪失日を入力しなくても自動的に誕生日から自動計算された日付が表示されます。
●社会保険の喪失日にデータが入っていると社会保険料の計算処理が行えません。
●70歳～75歳未満の方で、かつ二以上勤務者である場合は、「７０歳以上被用者」「二以上勤務者」どちらもレ点を入
力します。

2. 在職中に70歳に到達した人の個人情報登録について
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1. 厚生年金の等級をクリアします。

2. 社会・雇用保険関係タブで「70歳
以上被用者」にレ点を入れます。

＊ 「70歳到達届」を作成する過程で、個人情
報の被保険者状況項目は「70歳以上被用
者」に自動設定されます。
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●社会保険の喪失日にデータが入っていると社会保険料の計算処理が行えません。
●70歳～75歳未満の方で、かつ二以上勤務者である場合は、「７０歳以上被用者」「二以上勤務者」どちらもレ点を入力
します。

3. 70歳以上で入社の個人情報登録について
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1. 厚生年金の等級をクリアします。

2. 社会・雇用保険関係タブで「70歳
以上被用者」にレ点を入れます。
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●健保NO削除後は、厚生年金の等級のみ管理します（月変・賞与・算定の届出に使用します）。月額変更により等級に変更があっ
た場合は、個人情報を直接書き換えていただくか、処理ファイル内の「標準報酬の更新」より等級変更をおこないます。

●算定基礎届には「標準報酬の更新」機能はありません。
算定基礎届提出後、個人情報をすぐに新等級に変更するわけではないためです。
事業所ファイル＞ツール＞標準報酬更新からおこなってください。なお、75歳以上で社保喪失日が登録されている場合は、
更新画面の左側の変更欄に”✖ ”が表示されますが、“✖ “を削除することで更新が可能になります。 6

1. 社会保険の喪失日を入力します。

2. 社会・雇用保険関係タブで「70歳以上被用
者」にレ点が入っているのを確認します。
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4. 在職中に75歳に到達した人の個人情報登録について

※ 75歳到達の社保喪失の届出後、個人情報の健
保NOと健保の等級は削除します。

※



5. 75歳以上で入社の個人情報登録について

1. 暫定的に報酬月額と等級
（厚年）を登録します。

2. 社会・雇用保険関係タブで
「70歳以上被用者」にレ点
を入れます。

②
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●雇用保険の加入条件を満たさない勤務形態の方については、個人情報を登録する必要はありません。
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